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実務編５.１ 水位の観測、通報及び公表 P53、資料編P76〜P98

変更内容
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●危機管理型⽔位計の設置に伴う、水位計情報を追記

洪水時のみの水位観測に特化し、機器の小型化や通信機器等の
コストを低減した水位計

危機管理型水位計とは

実務編P53を抜粋

資料編P81を抜粋

●水位計設置数
水位計種別 県管理河川 国直轄河川 計

危機管理型水位計 177 59 236
従来型水位計 109 20 129

計 286 79 365
※令和元年６⽉２８⽇時点の設置数



実務編５.１ 水位の観測、通報及び公表 P53、資料編P76〜P98

変更の背景
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これまで水位計の無かった河川や、地先レベルでのきめ細やかな水位把握が必要
な河川へ、洪水時の水位観測に特化した低コストの水位計の設置を促進し、水位
観測網の充実を図る。

目的

氾濫が発⽣した河川は２６河川。そのうち非⽔位周知河川は１９河川で、７割超を占めた。
平成２９年７⽉２２⽇〜２３⽇豪⾬による被害状況（県管理河川）

〔参考〕県管理河川数

種別 水位周知
河川

非水位周知
河川

計

河川数 30 312 342

●浸水被害状況

種別 水位周知河川
氾濫発⽣７河川

非水位周知河川
氾濫発⽣１９河川

全壊 なし 3
半壊 なし 32
床上 89 123
床下 408 545

※水位周知河川（水防法第13条）
洪水により相当な損害を⽣ずるおそれがある河川
のこと。洪水特別警戒水位を定め、河川の水位が
これに達したときは、その旨を水防管理者に通知
している。



実務編５.１ 水位の観測、通報及び公表 P53、資料編P76〜P98

変更の背景
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●水位周知河川の追加指定

県内には水位周知河川が３０河川あるが、この指定には、１河川１区間あたり数千万円
の予算が必要であり追加指定が困難な状況。

■常時計測の水位計の設置が必要（約２０，０００千円）
■どこから氾濫し、どの範囲まで浸水するか等を想定し、避難勧告等の目安となる
避難判断水位、氾濫危険水位の設定が必要（約１５，０００千円）

●非水位周知河川における氾濫発⽣の危険度把握

■平成２９年７⽉豪⾬では、氾濫が発⽣した２６河川のうち、非⽔位周知河川が
１９河川と７３％を占めているにもかかわらず、⽔位計が設置されていないため、
市町村が避難勧告等の判断の目安となる⽔位情報がない状況。

■非水位周知河川では、水位情報がなく、避難判断水位、氾濫危険水位を
定めていない。
平成２９年７⽉豪⾬では、夜間から早朝にかけて水位が上昇しており、
夜間における氾濫発⽣の危険度把握は困難であった。

課題



実務編５.１ 水位の観測、通報及び公表 P53、資料編P76〜P98

変更の背景
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常時計測の⽔位計がない非⽔位周知河川にも危機管理型⽔位計を設置し、きめ細やかな水
位把握を⾏い、⽔位情報を提供する。
■災害発⽣のおそれの⾼まりに応じ、住⺠の避難⾏動等を⽀援
■市町村の適時的確な避難勧告等の発令を⽀援

課題への対応と効果

●水位計設置数
水位計種別 県管理河川 国直轄河川 計

危機管理型水位計 177 59 236
従来型水位計 109 20 129

計 286 79 365
※令和元年６⽉２８⽇時点の設置数



資料編５章 予報及び警報 P106~P108、P112

変更内容
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警戒レベルの導⼊による、
●直轄河川洪水予報発表形式の変更
●秋田県管理河川洪水予報発表形式の変更

■災害発⽣のおそれの⾼まりに応じて、居住者等がとるべき⾏動と
⾏動を居住者等に促す情報を関連付けるもの

■警戒レベルを⽤いて、出された情報からとるべき⾏動を直感的に
わかるよう伝達

警戒レベルとは

※洪水予報河川（水防法第10,11条）
流域⾯積が⼤きい河川で洪水により国⺠
経済上重⼤な損害を⽣ずるおそれがある
河川のこと。
水位等の予測が技術的に可能な流域⾯積
が⼤きい河川が指定されている。

P108を抜粋

※指定河川洪水予報
水防活動の判断や住⺠の避難⾏動の参考
となるように、気象庁が国土交通省また
は都道府県の機関と共同し、あらかじめ
指定した河川（洪水予報河川）について、
区間を決めて水位または流量を示して
⾏っている洪水の予報のこと。



資料編５章 予報及び警報 P106~P108、P112
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変更の背景

中央防災会議 防災対策実⾏会議の下に、
平成３０年７⽉豪⾬による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ
が設置される。

第１回ワーキングループ：平成３０年１０⽉１６⽇開催
〜第３回ワーキングループ：平成３０年１２⽉１２⽇開催

【目的】
水害や土砂災害が広域かつ甚⼤に発⽣し、平成に⼊り最⼤の人的被害をもたらした平成

30年7⽉豪⾬を教訓とし、激甚化・頻発化する豪⾬災害に対し、避難対策の強化を検討

【提言】
平成３０年１２⽉２６⽇公表

「平成３０年７⽉豪⾬を踏まえた
水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）」
がとりまとめられた。

これまでの経緯



資料編５章 予報及び警報 P106~P108、P112
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変更の背景
平成３０年７⽉豪⾬を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）【抜粋】

今後の⽔害・土砂災害からの避難対策への提言
避難に対する基本姿勢



資料編５章 予報及び警報 P106~P108、P112
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変更の背景
平成３０年７⽉豪⾬を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）【抜粋】

今後の⽔害・土砂災害からの避難対策への提言
防災気象情報等の情報と地⽅公共団体が発令する避難勧告等の避難情報の連携



資料編５章 予報及び警報 P106~P108、P112
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変更の背景

平成３０年１２⽉２６⽇公表
平成３０年７⽉豪⾬を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）
（中央防災会議 防災対策実⾏会議 ワーキンググループ）

の報告内容を踏まえ、

平成３１年３⽉２９⽇
内閣府が、地方公共団体が避難勧告等の発令基準や伝達方法を
改善する際の参考となるよう、避難勧告等に関するガイドラインを改定。

※警戒レベル相当情報
国や都道府県が提供する防災気象情報等のことであり、居住者等が主体的に避難⾏動
等を判断するための参考となる状況情報のこと。具体的には、
洪水警報、⼤⾬警報、河川の水位情報、指定河川洪水予報、水位到達情報、
洪水警報の危険度分布、土砂災害警戒情報 等

■住⺠等が直感的に理解できるよう、防災情報を５段階の警戒レベルにより提供し、
災害時にとるべき⾏動の対応を明確化

これまでの経緯

防災気象情報等と地方公共団体が発令する避難情報の連携



資料編５章 予報及び警報 P106~P108、P112
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変更の背景

避難勧告等に関するガイドライン（平成３１年３⽉） 内閣府（防災担当）【抜粋】



資料編５章 予報及び警報 P106~P108、P112
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警戒レベル５相当

警戒レベル4相当

警戒レベル3相当

警戒レベル2相当

警戒レベル

※指定河川洪水予報
水防活動の判断や住⺠の避難⾏動の参考となるように、気象庁が国土交通省または都道府県の機関と共同し、あらか
じめ指定した河川（洪水予報河川）について、区間を決めて水位または流量を示して⾏っている洪水の予報のこと。

警戒レベルと指定河川洪⽔予報の関係

※洪水予報河川（水防法第10,11条）
流域⾯積が⼤きい河川で洪水により国⺠経済上重⼤な損害を⽣ずるおそれがある河川のこと。
水位等の予測が技術的に可能な流域⾯積が⼤きい河川が指定されている。



資料編５章 予報及び警報
水位周知河川（県管理河川）における水位情報の発表について
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●警戒レベルの導⼊による、
水位周知河川（県管理河川）における水位到達情報の暫定運⽤

※水位周知河川（水防法第13条）
洪水により相当な損害を⽣ずるおそれがある河川のこと。
洪水特別警戒水位を定め、河川の水位がこれに達したと
きは、その旨を水防管理者に通知している。

平成３１年３⽉２９⽇付け国事務連絡を受け、
水位周知河川における水位情報の発表にあた
り、「警戒レベル」を付すこととなった。

年度末の通知であり、河川砂防情報システム
の改修に向けて現在作業中であるが、当⾯の
暫定運⽤として、既存様式の「危険度レベ
ル」を警戒レベル相当情報と読み替えて対応
する。

〔参考〕発表区分と水位危険度レベルの関係

発表区分 発表対象河川 水位危険度レベル

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
水防団待機水位 氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位 氾濫発⽣ 解除

洪水予報 洪水予報河川 － ○ ○ ○ ○ －

水位到達情報 水位周知河川 － ○ ○ ○ ○ －

水防警報
洪水予報河川、
水位周知河川

○ ○ － － － ○

［－」＝発表対象外
［○」＝発表対象
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●関係機関への伝達系統
手順① 河川の水位が水防団待機水位（水位危険度レベル１）等に達し水防警報を発令した

場合、水防支部（各地域振興局建設部）では、河川砂防情報システムで関係機関に
その旨をＦＡＸ送信。

手順② ＦＡＸ送信後に、関係機関に対し、直接電話連絡し、受信時刻と受信者名を確認。

関係機関＝市町村、水防本部（河川砂防課）、気象台、県警、総合防災課、自衛隊

現状

資料編５章 予報及び警報 資料編P123〜P125

■河川砂防情報システムの充実により、⽔防警報発表時に河川⽔位の即時確認が可能となっている
ため、電話による受信確認の必要性は低下している。

■河川砂防情報システムで、河川の⽔位情報はしっかりと⾒ている。
■出⽔時はＦＡＸが集中し、ＦＡＸの受信と印刷が遅れ、時間をおいてから改めて受信確認の電話
をしており、業務の支障となっている。

■ＦＡＸの受信確認に職員が一人貼付けになる状況である。
■多数の河川が増水した場合、他に対応すべき業務が多数あり、業務の支障となっている。
■災害対応中における受信確認は、業務上負担となっており、廃止してほしい。

関係機関からの要望

変更内容
●県管理河川での水防警報の発表形式の変更
変更の背景



資料編５章 予報及び警報 資料編P123〜P125

変更内容
●県管理河川での水防警報の発表形式の変更 P124を抜粋

■市町村、水防本部（河川砂防課）には、これまでと変
わらず、電話による受信確認を⾏う。

■気象台、県警、総合防災課、自衛隊には、これまでど
おりＦＡＸ送信をするが、その後の電話による受信時刻
と受信者名の確認を省略する。

※ただし、自衛隊だけは、警戒レベル３以上で部隊の勤
務体制を変更するため、水位が避難判断水位（レベル
３）に達した時のみ電話による受信確認を⾏う。 電話による

受信確認を省略
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変更案

試⾏で⼀年間実施する。
ただし、必要がある場合は、これまでと同様に水
防支部（各地域振興局建設部）から関係機関に対
し、電話による受信確認を⾏う。



変更の背景
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■福島県は、受信確認を⾏っていない。
■⻘森県、岩手県、⼭形県は、メールの送信履歴、開封通知で受信とみなしている。
■宮城県のみ、当県と同様に、電話による受信確認をしている状況。

他県の状況

資料編５章 予報及び警報 資料編P123〜P125

県 名 現 状

福島県 ＦＡＸ送信のみで、受信確認していない。          〔省⼒化済み〕

⻘森県 メール送信後、メールの送信履歴で受信とみなしている。   〔省⼒化済み〕

岩手県 メール送信後、メールの開封通知で受信とみなしている。   〔省⼒化済み〕

⼭形県
危機管理課、気象台には、システムで情報伝達し、受信確認もシステムで実施している。
                             〔省⼒化済み〕

県警には、ＦＡＸ送信後、電話にて受信確認している。

宮城県 ＦＡＸ送信後、電話にて受信確認している。


